
業　務　仕　様　書 

 
１　業務名 

　　札幌市自閉症者自立支援センター 熱交換器HE-1本体漏水修理 

 

２　業務対象施設 

　　施設名　札幌市自閉症者自立支援センター 

　　所在地　札幌市東区東雁来12条４丁目１番５号 

 

３　目的 

　　本業務は、札幌市自閉症者自立支援センター熱交換器（外気処理空調機）について、

本体漏水を解消し、機能を正常に回復させることを目的とし、安全かつ正常な運転状

態に復旧させることを目的とする。 

 

４　履行期間 

　　契約締結日から令和８年９月30日（水）まで 

 

５　業務の内容 

(1) 対象設備の詳細 

    本工事の対象となる熱交換器（HE-1）の仕様は以下の通り。 

　　機器種別： プレート式熱交換器 

　　製造者： アルファ・ラバル 

　　型式： T10-BFML 

　　製造番号： 30108-85843 

　　ユニットNo.： 40551005613 

 

(2) 作業 

●​ 部品交換 

    エクスチェンジプレートを69枚交換すること。 

    プレートは、製造業者の工場にて適切に「洗浄・検査・新品ガスケット装着」が施さ    

れたものであること。    

●​ 分解・組立・調整作業 

    既存の熱交換器（HE-1）を適切に解体・分解し、内部の状況を確認すること。 

　　古いガスケットを取り除いた後、エクスチェンジプレートを（69枚）を組み込み、規

　　定のトルク・寸法通りに確実に組み立てること。 

 　 組立完了後、漏水がないか検査を行い、正常な熱交換機能が確保されていることを確    

認すること。   

●​ 付帯作業 

    工事に伴う消耗品・雑材料の調達および使用。  

    交換用部材の運搬、および発生した旧部品（既存プレート等）の適切な搬出・処分。 

 

   作業完了後、作動状況確認を実施して問題ないことを確認すること。不具合がある際 

   は再度調整を行うこと。また、その他業務に必要な作業及び廃棄物処理を行うこと。 

  （既存機器及び機器等の梱包材の廃棄についても、本業務に含むものとする。) 

 

 

 



６　履行体制 

　　受託者は、直接雇用契約関係にある者の中から、業務遂行を指揮監督するための業務

　責任者を定めること。 

 

７　提出書類 

(1) 業務着手届（業務着手時） 

(2) 業務計画書及び業務日程表（契約締結後速やかに） 

(3) 業務完了届及び報告書（工程のわかる写真・交換部品の写真・動作試験の結果など）  

   （業務完了時） 

 

８　その他 

(1) 業務の遂行にあたっては、工事日時、および工事に伴う空調・換気設備等の一時停止  

　スケジュールについては、事前に施設側と綿密に打ち合わせを行い、施設の運営に支障 

　が出ないよう配慮すること。 

(2) 業務の実施に必要な工具・機器・ウェス等消耗品類、照明器具、安全機器設備の手 

   配・設置等は受託者負担とする。 

(3) 作業現場については常に整理整頓を行い事故防止に努めること。また、事故等の問 

  題が発生した場合には必ず報告の上、指示を受けること。 

(4) 作業の完了に際しては、当該業務に関連する部分の後片づけ及び清掃を行うこと。 

(5) 作業に伴う水、電気等は委託者負担とする。 

(6) 受託者は業務完了後、速やかに業務の内容がわかる写真等を添付の上、完了届を委託 

  者に提出すること。 

(7) 委託者は(6)の完了届に基づき、契約の適正な履行の確保をするために、業務の成果   

  が本仕様書に適合しているか否かを検査する。 

(8) 受託者は(7)の検査の結果不合格となり、委託者から業務の補正を命ぜられたとき 

  は、遅滞なく当該補正を行い、委託者の再検査を受けなければならない。 

(9) 受託者は、業務の遂行上において、受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害 

  を与えた場合には、委託者の定めるところにより、その一切の損害を賠償しなければな  

  らない。 

(10) 業務の履行においては、札幌市が策定した環境マネジメントシステムに準じ、環境  

   負荷低減に努めること。 

(11) 作業中・作業終了後、受託者の責任により生じた故障、破損及び事故などは、一切 

   受託者の責任により対応すること。 

(12) 業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受託者負担とし、マニフェ  

   スト交付を得て適正に処理を行うこと。 

(13) 施工にあたっては、建設業法および労働安全衛生法等の関連法規を遵守し、必要な

　　 資格・講習を修了した専門の作業員を配置して行うこと  

(14) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた場合、委託者及び受託者の協議により 

   決定する。 

 

 






